
生駒市規則第１０号 

給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成１８年３月３１日 

生駒市長 山下 真 

給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則 

給料等の支給に関する規則（昭和３２年７月生駒市規則第３号）の一部を次の 

ように改正する。 

第１条の２中「第２８条の５第１項」の次に「又は第２８条の６第２項」を加 

える。 

第３条の２の４（見出しを含む。）中「調整手当」を「地域手当」に改め、同 

条に次の１項を加える。 

３ この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める 

ところによる。 

第５条の６第１項の表中「９級」を「８級」に、「８級」を「７級」に、「７ 

級」を「６級」に改める。 

第７条第２号を次のように改める。 

(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる 

職員（非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員に限る｡)となった 

者

ア 条例の適用を受ける職員 

イ 企業職員（生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４ 

３年２月生駒市条例第２号）の適用を受ける職員をいう。以下同じ｡) 

ウ 技能職員（技能職員の給与に関する条例（昭和４１年１０月生駒市条例 

第３５号）の適用を受ける職員をいう。以下同じ｡)



エ 特別職に属する職員 

第９条の２第１項の表中「９級」を「８級」に、「８級」を「７級」に、「７ 

級」を「６級」に、「６級」を「５級」に、「５級」を「４級」に改める。 

第１１条第１項中第３号を第５号とし、第２号を第４号とし、第１号を第３号 

とし、同項に第１号及び第２号として次の２号を加える。 

(1) 企業職員 

(2) 技能職員 

第１８条を次のように改める。 

（勤勉手当の成績率） 

第１８条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項 

若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において「再任用職員」と 

いう。）以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある 

者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するか 

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとす 

る。 

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の８６以上１００分の１４５以下 

(2) 勤務成績が優秀な職員 １００分の７８．５以上１００分の８６未満 

(3) 勤務成績が良好な職員 １００分の７１以上１００分の７８．５未満 

(4) 勤務成績が良好でない職員 １００分の７１未満 

２ 前項の場合において、職員の成績率を同項第４号に該当するものとして定め 

る場合には、当分の間、市長が定めるところによるものとする。 

３ 第１項第１号及び第２号に掲げる職員として成績率を定める者の数について 

基準となる割合は、市長が定める。 

第１８条の次に次の２条を加える。 

第１８条の２ 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位に



ある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当 

するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるも 

のとする。 

(1) 勤務成績が優秀な職員 ６月に支給する場合においては１００分の３５ 

超、１２月に支給する場合においては１００分の４０超 

(2) 勤務成績が良好な職員 ６月に支給する場合においては１００分の３ 

５、１２月に支給する場合においては１００分の４０ 

(3) 勤務成績が良好でない職員 ６月に支給する場合においては１００分の 

３５未満、１２月に支給する場合においては１００分の４０未満 

２ 前条第２項の規定は、前項第３号に該当するものとして成績率を定める場合 

に準用する。 

第１８条の３ 前２条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要 

な事項は、市長が定める。 

第２０条中「調整手当」を「地域手当」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８ 

年３月生駒市条例第３号)附則第７項から第９項までの規定による給料を支給 

される職員に関する改正後の給料等の支給に関する規則第５条の５第１項の規 

定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と生駒市の 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年３月生駒 

市条例第３号)附則第７項から第９項までの規定による給料の額との合計額」 

とする。


